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Ⅰ 研究の概要

１ 研究テーマ

発達障害等のある子供を学校と福祉機関が協働で支援する体制を構築し，教員の

特別支援教育力・組織力向上につなぐ方法を明らかにする。

～国分西小・国分南中を福祉連携モデル校に指定して～

２ テーマ設定の理由

⑴ 時代の要請から

霧島市には，平成30年５月１日現在，小学校35校，中学校13校あり，特別支援学

級が97学級設置されている。特別支援学級は，年々増加傾向にあり，この３年で小

・中学校合わせて33学級増となっている。また，特別な支援を必要とする児童・生

徒も年々増加傾向である。平成28年４月１日から「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」が施行され，学校は，一人一人に必要な「合理的配慮」を提供

することが義務づけられ，保護者の学校への要望も大きくなってきている。

このように変化し続ける社会の中で，学校は，特別支援学校の巡回相談等を活用

し，特別な支援を要する児童・生徒への具体的な支援方法などの助言をもらい一人

一人に応じた支援を行ってきたが，巡回相談等だけでは，対応できない事案も多く

出てきている。また，特別支援学級数が急増する中で，特別支援学級の指導経験の

ないものが担任をせざるを得ない場合も多く，専門的な知識が十分でないことから，

支援方針に対して保護者の理解を得にくいこともある。そのような場合には，福祉

機関と学校が緊密に連携し，専門的な立場からのアセスメントに基づいた支援の工

夫を「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」に取り入れることで，「支援の柱」

が明確になり，効果的な指導につながる。さらに，学校外での生活の支援も整って

くると考える。

このような取組を福祉機関と協働で行うことで，保護者の理解が得られ，「支援

の柱」という共通の目標に向かって連携がとりやすくなる。あわせて，学校の教員

の特別支援教育力・組織力の向上にもつながっていくと考える。

また，本市では，地域で子どもたちの自立を支えていくシステムとして「通級指

導教室設置校が地域の拠点となり，保健・福祉機関と連携した地域支援体制」を今

後のビジョンに掲げる。しかしながら，現状の課題として，通級指導教室設置校担

当者を地域の拠点としていくためには更なるスキルアップ及び地域の専門家と連携

するシステムの構築が必要と考える。

⑵ 福祉連携モデル校に国分西小学校・国分南中学校を指定することから

国分西小学校は，昨年度から本事業の福祉連携校として研究を推進しており，特

別支援学級が，７学級(知的障害４学級，自閉症・情緒障害３学級)，通級指導教室

を２教室(言語障害１クラス，LD・ADHD等１クラス)設置している。そして，児童が

利用している放課後等デイサービス事業所数が，12事業所と市内の小学校の中では

もっとも多いことから，引き続き，事業所との連携の在り方についてモデルを構築
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するには，同校を福祉連携校に選定し，検証していくことが望ましいと考えた。

また，国分南中学校は，特別支援学級が，４学級(知的障害３学級，自閉症・情

緒障害１学級)，通級指導教室を１教室(LD・ADHD等１クラス)設置している。本市

に13校ある中学校の中で，唯一の通級指導教室設置校である。また，福祉連携校で

ある国分西小学校の進学先でもある。今後本市がめざす「通級指導教室設置校が地

域の拠点となり，保健・福祉機関と連携した地域支援体制」につなげるために，通

級指導教室設置校担当者と放課後等福祉連携調整員が協働で対象児童生徒を支援す

ることができるモデルを示すには，同校を福祉連携校に選定し，検証していくこと

が望ましいと考えた。

以上のことから，国分西小学校・国分南中学校をモデル校に指定し，「福祉機関

との連携のあり方」を研究し，その成果を広く公開することで，学校の教員の特別

支援教育力・組織力の向上につなげていきたい。

⑶ 福祉連携校の課題と対応策

特別支援教育を進めていく上で，学校だけでは解決できない課題が多く，教育

活動の推進に苦慮する状況が続いていた。これまで直面していた特別支援教育を

進める上での課題は，以下のとおりである。

○ 学級担任の専門的な知識及び経験不足により，児童生徒一人一人のニーズ

に応じた教育の充実が図りにくい現状がある。

○ 一つの学級の在籍人数が多く，多様化した児童一人一人の実態に応じた教

育が難しい。（平成30年度５月現在 在籍児童生徒数６人以上の特別支援学

級の割合は，本市小学校43.4％，中学校17.8％ ※鹿児島県平均28％）

○ 「個別の指導計画」に，その子に応じた具体的な指導法が明確に提示さ

れていないため，試行錯誤を繰り返し，長時間をかけて指導法を探りなが

ら支援を進めている実態がある。

○ 指導において，学級担任と保護者との考えに差があり，共通理解のもと

納得した形での実践，連動した形での教育が実践されにくい実態がある。

○ 児童生徒の実態と保護者の要望に差があったり，保護者の高い要望に耐

えうる指導ができていなかったりする実情がある。

○ それぞれが多忙なため，特別支援学級と交流学級との連携が取りにくい

状況がある。そのため，個に応じた指導と評価，改善がなされた組織的な

支援が難しいのが現状である。

○ 特別支援学校の巡回相談等において，学校側の要望に応じた回数及び内

容が充実していない現状がある。

○ 通常の学級に在籍しているが，「特別支援学級への入級が望ましい」児童

が多く，特別支援教育支援員に頼らざるを得ない現実がある。

○ 中学校においては，先生方自身が，地域にどのような福祉関係機関があ

り，どのような役割があるのかよく分かっていない。

市内中学校の放デイ認識率は，36.1％（平成29年8月調査）であった。
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このような多くの課題を解決するために，専門的な知識のある職員が少ない学校

において，児童生徒の支援に必要不可欠な『支援の柱』(個別の指導計画)をより

充実したものにしていくためには，学校だけでなく，地域の福祉関係機関（放課

後等デイサービス事業所）と連携した『支援の柱』(個別の指導計画)づくりが必

要である。

国分西小学校においては，昨年度から，本事業を受け，放課後等福祉連携調整員

である放課後等デイサービス事業所の職員と教員が連携し協働で『支援の柱』を作

成することで，指導の方向性が明確になり，効果的な指導につながった。また，子

供の自立を目指した連携の協力体制もスムーズになってきている。

⑸ 福祉連携校における特別支援教育の構想図・学校内の機能図

（学校内の機能図）

本事業による実践を通し，特別支援教育の充実だけでなく，霧島市，そして鹿児

島県の特別支援教育の充実をめざしていきたい。

これらを踏まえて，研究テーマを「発達障害等のある子供を学校と福祉機関が協

働で支援する体制を構築し，教員の特別支援教育力・組織力向上につなぐ方法を明

らかにする。」と設定し，研究・実践に取り組むことにした。
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３ 研究の構想

⑴ 「学校と福祉機関が協働で支援する」とは

平成24年４月に，児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進につ

いて，障害福祉課及び特別支援教育課連名で通知が出された。

学齢期においては，障害児支援利用計画及び個別支援計画と個別の教育支援

計画及び個別の指導計画の内容との連動が必要。

→ 相談支援事業所と学校等が連絡調整を行い，就学前の福祉サービス利用か

ら就学への移行，学齢期に利用する福祉サービスとの連携，さらには学校卒

業に当たって地域生活に向けた福祉サービスへの移行が円滑に進むよう，保

護者の了解を得つつ，特段の配慮を依頼。

そして，平成30年５月には，教育と福祉の一層の連携等の推進について，文部科

学省初等中等教育局長及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長連名で通知が

出された。

⑴ 教育委員会と福祉部局，学校と障害児通所支援事業所等との関係構築の

「場」の設置について

→ 自立支援協議会等の既存の協議会を活用するなど，効率的かつ効果的な

運営に努めること。

⑵ 学校の教職員等への障害のある子供に係る福祉制度の周知について

→ 教育委員会と福祉部局が連携し，放課後等デイサービスや保育所等訪問

支援事業を含む障害のある子供に係る福祉制度について，小中学校や特別

支援学校の校長会，教職員の研修会等において福祉部局や障害児通所支援

事業所等が説明する機会を確保し，学校の教職員等に対して制度の周知を

図ること。

⑶ 学校と障害児通所支援事業所等との連携強化について

→ 学校と放課後等デイサービス事業所において，お互いの活動内容や課題，

担当者の連絡先などが共有されていないなどにより，両者の円滑なコミュ

ニケーションが図れず連携ができていない。学校と障害児通所支援事業所

等間の連携の仕組みを構築すること。

また，平成29年8月に市内の小・中学校及び放課後等デイサービス事業所を対象

にアンケートを行った結果，学校は，自校の児童生徒が利用している放課後等デイ

サービス事業所を確実に把握していないという実態が明らかになった。そこで，ま

ず学校が，放課後等デイサービス事業所について正しく認識するために，本事業1

年目である平成29年度は，ステップ１「お互いを知る」段階と位置づけ，まずは，

教育委員会主催の市管理職研修会（校長・教頭）で福祉関係機関等と合同で研修を

行うことから始めた。そして，本事業２年目である平成30年度は，ステップ２「充

実」段階と位置づけ，学習会を教育・福祉合同で行い，顔を合わす機会を意図的に

設け，協働で支援していくことが大切と考え研究を進めることにした。
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⑵ 「教員の特別支援教育力・組織力向上」とは

教員一人一人が，児童生徒の「困っている」状況を，発達の特性という視点で捉

え，福祉の専門的な立場からのアセスメントに基づいた支援の工夫を「個別の教育

支援計画」「個別の指導計画」に取り入れることで，指導方法のレベルアップを図

ることができるのではないかと考えた。また，福祉機関と連携した校内研修やケー

ス会議等を行うことで，特別支援教育に対応する組織力を向上させることができる

と考えた。

「めざす教員・学校の姿」

○ 特性に基づいた的確な「個別の指導計画」・「個別の教育支援計画」作成

ができる。（アセスメント力の向上）

○ 個に応じた環境設定，教材の工夫などができる。（指導法の改善）

○ ケース会議，個別支援会議の効果的な開催ができる。

○ 効果的な校内研修（事例の共通理解）を行うことができる。

○ 放課後等デイサービス事業所，相談支援専門員との連携ができる。

４ 研究の仮説

福祉連携モデル校に国分西小学校と国分南中学校を指定し，発達障害等のある

子供を学校と福祉機関（放課後等福祉連携調整員）が，年間を通して協働で支援

する体制を構築すれば，教員の特別支援教育力及び学校の特別支援教育に対して

の組織力が向上するのではないか。

５ 研究の視点

視点１ 教育委員会における取組

⑴ 教育福祉連携地域運営協議会の設置

⑵ 放課後等福祉連携調整員の指名

⑶ 教育・福祉合同発達障害等理解事例職員研修

⑷ 講演会・実践報告会

⑸ 学校・放課後等デイサービス事業所・相談支援事業所との連携

（モニタリング）

⑹ 霧島市障害者自立支援協議会(子ども専門部会)

⑺ 先進地視察研修

視点２ 福祉連携校（国分西小・国分南中）における取組

⑴ 放課後等福祉連携調整員による学校訪問・情報共有会

⑵ 学校と放課後等デイサービス事業所等との連携会議

⑶ 特別支援学級専任支援員の活用

⑷ 福祉サービス利用状況の把握と情報共有のための同意の流れ
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６ 研究の構想図

７ 研究の経過

⑴ 教育委員会における取組

月 主 な 研 究 内 容

４ ○特別支援学級専任支援員(1名 6ｈ勤務者：国分西小)への配置

特別支援学級専任支援員の福祉連携校における協働支援の実施開始

５ ○第１回教育福祉連携地域運営協議会

○霧島市障害者自立支援協議会(子ども専門部会)

６ ○第１回教育・福祉合同発達障害等理解事例学習会(国分西小)

７ ○先進地視察研修①【徳島県】

○霧島市障害者自立支援協議会(子ども専門部会)

○講演会・実践報告会

○放デイ，相談支援事業所，学校との情報共有会(モニタリング)実施

８ ○第２回教育・福祉合同発達障害等理解事例学習会(国分南中校内研修)

○先進地視察研修②【東京都】

・発達障害セミナー｢これからの通級の役割｣

○国分西小学校と放課後等デイサービス事業所等との連携会議

○学校と放デイ情報交換会(放デイ事業所主催）

９ ○第２回教育福祉連携地域運営協議会

○霧島市障害者自立支援協議会(子ども専門部会)

１０ ○学校の放デイ認識率アンケート調査

○先進地視察研修③【東京都狛江市，東京都日野市，神奈川県横浜市】

○先進地視察研修④【愛知県名古屋市】

・全日本特別支援教育研究連盟全国大会名古屋大会

○第３回教育・福祉合同発達障害等理解事例学習会(国分南中)

１１ ○第４回教育・福祉合同発達障害等理解事例学習会(国分西小)

○霧島市障害者自立支援協議会(子ども専門部会)

→これまでの取組の成果と課題，今後に向けての提言
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○第２回霧島市事業所連絡会

１２ ○事業まとめ(研究のあゆみ，指導事例集）

１ ○第３回教育福祉連携地域運営協議会

○霧島市障害者自立支援協議会(子ども専門部会)

２ ○発達障害支援の地域連携に係る全国合同会議【文部科学省・厚生労働省】

・事業報告

○事業まとめ

３ ○事業まとめ ○成果物(あゆみ・指導事例集）の配付

⑵ 福祉連携校（国分西小）における取組

【放課後等福祉連携調整員による学校訪問・情報共有会の実施】対象事例６事例

月 日 曜 内容(事例・ケース会・連絡会等) ※1回3時間程度 関係者

５ 17 木 午前 授業参観による実態把握 担任，コーディネーター

６ 14 木 午後 ケース会 担任，コーディネーター，管理職

21 火 午前 授業参観による実態把握 担任，コーディネーター

７ 10 火 午後 ケース会 担任，コーディネーター，管理職

８ ２ 木 学校と放課後等デイサービス事業所等との連携会議 担任，コーディネーター

（10事業所16名参加） 放課後等デイサービス事業所

９ 25 火 午前 授業参観による実態把握 担任，コーディネーター

10 11 木 午後 ケース会 担任，コーディネーター，管理職

25 木 午前 授業参観による実態把握 担任，コーディネーター

11 １ 木 午後 ケース会 担任，コーディネーター，管理職

22 木 午前 授業参観による実態把握 担任，コーディネーター

12 13 木 午後 ケース会 担任，コーディネーター，管理職

⑶ 福祉連携校（国分南中）における取組

ア【放課後等福祉連携調整員による学校訪問・情報共有会の実施】対象事例２事例

月 日 曜 内容(事例・ケース会・連絡会等) ※1回3時間程度 関係者

５ 22 火 午前 授業参観・ケース会 担任，コーディネーター，管理職

６ 19 火 午前 授業参観・ケース会 担任，コーディネーター，管理職

７ 17 火 午前 授業参観・ケース会 担任，コーディネーター，管理職

９ 11 火 午前 授業参観・ケース会 担任，コーディネーター，管理職

10 23 火 午前 授業参観・ケース会 担任，コーディネーター，管理職

イ【地域協働学校サポート巡回相談による学校訪問・情報共有会の実施】

（通級担当（市原教諭）＋放課後等福祉連携調整員（村岡））

○対象事例：3事例：保護者の承諾を得た児童生徒

○木曜日の午前中を地域サポート曜日として検証

（申請様式書式・申請の流れシステムの検証）

月 日 曜 内容(事例・ケース会・連絡会等) ※1回3時間程度 関係者

５ 24 木 午前 授業参観・ケース会(国分南小) 担任，コーディネーター，管理職

６ ７ 木 午前 授業参観・ケース会(牧之原小) 担任，コーディネーター，管理職

６ 28 木 午前 授業参観・ケース会(牧之原中) 担任，コーディネーター，管理職
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Ⅱ 研究の実際

１ 視点１について（教育委員会における取組）

⑴ 教育福祉連携地域運営協議会の設置

本事業の充実を図り，県や

市の福祉部局と共同で「教育

を支える」ネットワークや行

動連携のあり方を考え，課題

を明らかにし，霧島市障害者

自立支援協議会 (子ども専門部

会 )へ提言していく目的で，教

育福祉連携地域運営協議会要

綱を定め，教育福祉連携地域

運営協議会を設置した。

本事業２年目となる平成30

年からは，本市の療育の核で

ある児童発達支援センターRyo

uiku Circle はなはな代表で

ある前原氏と前私立幼稚園協

会会長の鬼塚氏，新たに福祉

連携校に指定した国分南中学

校の有薗校長の３名を委員に加え，幼稚園から中学校までの福祉関係機関との連

携のあり方について幅広く意見をいただけるようにした。

〈霧島市教育福祉連携地域運営協議会委員〉

（任期：平成３０年５月３１日～平成３１年３月３１日）

所 属 職 名 名 前 備 考
１ 鹿児島県こども総合療育センター 田邊 貴仁 会長

地域支援専門監
２ 生活支援センターよろこび 德永 祐治

相談支援専門員
３ 霧島市特定非営利活動法人こんぱす理事長 村岡 伸祥 放課後等福祉連携調整員

通所支援事業所 まっぷ代表 連携支援部長
４ 霧島市長寿･障害福祉課障害福祉グループ長 福永 義二
５ 霧島市こども発達サポートセンター 冨吉 有香

発達支援グループ長
６ 国分西小学校(福祉連携校)校長 柏原 浩一 副会長
７ 国分西小学校(福祉連携校) 村江 ゆかり 研修推進副部長

特別支援教育コーディネーター
８ 国分西小学校(福祉連携校) 鮎川 祐二 研修推進部長

特別支援教育コーディネーター
９ 国分南中学校(福祉連携校)校長 有薗 公博 ★新規
10 特定非営利活動法人 前原 利彦 ★新規

Ryouiku Circle はなはな代表
11 前霧島市私立幼稚園協会会長 鬼塚 俊郎 ★新規

学校法人城山学園理事長

※事務局：霧島市教育委員会学校教育課（芝，新迫，西元）
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⑵ 放課後等福祉連携調整員の指名

発達障害に関する専門的な知識と経験のある放課後等福祉連携調整員を福祉連携

校に継続的に派遣し，学校の先生方と協働で効果的な支援のあり方について検討す

ることで，日々の指導のあり方や個別の指導計画作成力など教員及び学校の特別支

援教育力の向上が期待できると考え，市教育委員会は，平成28年に霧島市内で「通

所支援事業所 まっぷ」を立ち上げ，「児童発達支援事業」「放課後等デイサービ

ス事業」「保育所等訪問支援事業」を行い，発達障害の幼児，学齢期の児童・生徒

や保護者への指導・支援，地域啓発活動に取り組んでいる村岡氏を平成29年度から

引き続き放課後等福祉連携調整員に指名した。

【霧島市放課後等福祉連携調整員】

名前 村岡 伸祥
のぶよし

資格等 社会福祉士 第一幼児教育短期大学 非常勤講師

勤務経験 【平成２１年～平成２４年】

佐賀県「特定非営利活動法人それいゆ」にて勤務

発達障害（自閉症スペクトラム・LD・ADHD）特化型支援機関にて

成人事業所のサービス管理責任者として従事する。

水野敦之氏，服巻智子氏のもと，TEACCHプログラムを中心とした，

自閉症支援についての研修等を受ける。

【平成２４年～平成２８年】

霧島市「特定非営利活動法人陽だまり」副理事長

【平成２８年～ 現在 】

霧島市特定非営利活動法人こんぱす 理事長

霧島市「通所支援事業所 まっぷ」代表となる

「児童発達支援事業」「放課後等デイサービス事業」「保育所等訪問

支援事業」を行う。

⑶ 教育・福祉合同発達障害等理解事例職員研修

これまで，学校の先生方は福祉の専門家から学ぶ機会というのがあまりなかった。

教育と福祉機関が協働で支援できる体制づくりを築くための研修の在り方として，

教育は教育で，福祉は福祉でという垣根をはずし，教育関係者と福祉関係者が合同

で学ぶことができる場を設けることが必要と考えた。

そこで，本事業２年目からは，放課後等デイサービス事業所の職員と合同で研修

会を行い，その場で，学校と放課後等デイサービス事業所の情報共有ができるよう

に計画した。

ステップ 研 修 対 象

平成２９年度 ステップⅠ 福祉連携校
お互いを知る 市内の教職員等

平成３０年度 ステップⅡ 市内の教職員等
連携の充実 ＋放課後等デイサービス事業所職員
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【研修のシステム化：「お互いを知るためのステップ」】

平成29年度は，年５回の研修会（学習会）を開催し，福祉連携校の国分西小学校

の職員をはじめ，本市幼・小・中学校の教員等の発達障害に関する理解を深めるこ

とができた。

平成30年度は，対象を教職員だけではなく，放課後等デイサービス事業所や相談

支援事業所の職員と合同で研修会を行い，発達障害に関する理解を深めるとともに，

研修会(講話)終了後その場で，学校と放課後等デイサービス事業所の情報共有がで

きるように計画した。

「情報共有する日程の調整が難しい」という課題に対して，研修会を研修会だけ

で終わらせず，意図的に情報共有会の場も併せて設定することで，時間を有効に活

用でき，情報共有と支援の方向性の確認ができた。

〈教育・福祉合同発達障害等理解事例学習会（計4回）〉
※内１回は，福祉連携校（国分南中）の校内研修として8月1日に実施

１８：００～１９：１０（70分）：講師による講話・演習
１９：１０～１９：３０（20分）：質疑：応答
１９：３０～２０：００（30分）：学校・事業所等情報交換



- 11 -

回（人数） 日時【場所】 講師 及び 講話内容

第１回 6月14日（木） （Ⅰ部：講話) 講師：村岡伸祥
（100人）18：00～20：00 「発達障害の特性理解と特性に応じた支援について

～国分西小での協働支援事例をとおして～」
（Ⅱ部：学校・事業所等情報交換)

【国分西小】 自己紹介，事業所紹介

教諭等
49人

福祉等
51人

第1回目の学習会は，講話の後，市内の放課後等デイサービス事業所，
相談支援事業所，幼稚園，小・中学校の先生方と初顔合わせを行った。
初顔合わせは，各所属ごとに自己紹介を行い，まずは，名前を覚えても
らうことからスタートした。

第２回 10月18日（木） （Ⅰ部：講話) 講師：堀切 翔太
18：00～20：00 「特性に基づいた適切な支援について」

（87人） ～作業療法士の視点からのアプローチ～
【国分南中】 （Ⅱ部：学校・事業所等情報交換)

教諭等 第2回学習会は，本市の児童発達支援
44人 センター｢きりしま子ども発達支援セン

福祉等 ター実樹」の作業療法士を講師に招き，
43人 作業療法士という専門職の立場から適切

な支援について学ぶこととした。参加者
からは，｢中学校の教員として作業療法
士の役割を初めて知った。｣｢子供を見る
新たな視点を与えてもらった。｣など多
くの感想が寄せられた。

第３回 11月 1日（木） （Ⅰ部：講話) 講師：村岡伸祥
18：00～20：00 「発達障害の特性理解と特性に応じた支援について

（83人） ～国分西小・南中での協働支援事例をとおして～」
【国分西小】 （Ⅱ部：学校・事業所等情報交換)

教諭等 第3回学習会は，本事業で福祉連携調
44人 整員としてモデル校(国分西小・国分南

福祉等 中)の先生方と支援のあり方について協
39人 働で研究してきた事例をもとに，まと

めの学習会を行った。特性に応じた支
援のあり方について，放デイ事業所で
使用している支援グッズなどを紹介し
ながら具体的な支援方法について学ぶ
ことができた。



- 12 -

⑷ 講演会・実践報告会(7月)

地域の特別支援教育力の向上を目的とした「講演会

・実践報告会」～教育・福祉合同学習会～を７月３０

日(月)霧島市シビックセンターで開催した。教育関係

者(教職員等１２６人），福祉関係者(放デイ事業所等４

０人）合計１６６人が参加した。

講演は，鹿児島県こども総合療育センターの所長で

ある外岡資朗氏に｢発達障害と医療の役割そして教育に

求めたいこと｣という演題で医師の立場から話をしてい

ただいた。参加者からは，「医師の話を直接聞くことが

でき，脳機能の面から発達障害の特性を理解すること

ができた。」｢教育における，環境調整の大切さを再認

識できた。」という感想が多くあった。

講演の後，福祉連携校である国分西小学校の特別支

援教育コーディネーターが，①放課後等福祉連携調整

員による学校訪問②福祉機関との連携会議③特別支援

学級専任支援員の活用について報告した。学校だけで

はなく，福祉関係機関と連携す

ることで，「職員の特別支援教

育力，組織力の向上」につなが

っていると報告した。連携のメ

リットとノウハウを市内の先生

方及び福祉関係機関に報告する

ことができた。

最後に，市教育委員会担当者

から，学校と福祉との連携ステ

ップについて，「日頃からの連

携を大切にしてほしい。」とい

うメッセージを伝えるととも

に，｢学校は敷居が高い｣という

段階から，まずは，放課後等デ

イサービス事業所は，学校に出

向き自分たちを知ってもらう努

力をすることの大切さを伝え，

協働で支援していくことを確認

することができた。

【鹿児島県こども総合療育センター所長

外岡資朗小児科医師による講演】
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〈顔が見える関係から〉→〈お互いにリクエストし合える関係へ〉

○ 学校の先生方に，療育参観をリクエスト（放課後，長期休業中を利用して）

○ 療育が主催する学習会・保護者説明会等の講師に，地域の小・中学校の特

別支援教育コーディネーター・特別支援学級担任を積極的に活用する。

○ 療育(放デイ)担当者に，授業参観・ケース会をリクエスト

「顔の見える関係」ができた後は，

それぞれの専門性を「お互いにリク

エストし合える関係」へ発展させて

いく必要がある。

また，地域の学校で特別支援教育

を担当しているコーディネーターや

特別支援学級担任が積極的に地域に

出向き，現在の特別支援教育につい

て自校の取り組みを丁寧に説明することを繰り返し続けていくことで，地域への「正

しい理解」へとつながっていく効果が期待できる。

⑸ 学校・放課後等デイサービス事業所・相談支援事業所等との情報交換会

（モニタリング）

７月３０日(月)に教育・福祉合同講演会を開催した。

市内のほぼすべての小中学校の教員と放課後等デイサ

ービス事業所の職員が本研修会に参加しているこの機

会を活用し，講演会終了後に「学校・放課後等デイサ

ービス事業所・相談支援事業所等との情報交換会（モ

ニタリング）」を設定し希望する学校，放デイ事業所を

対象に行った。放デイ・学校は，お互いに話合いをも

ちたいが日程調整が難しいという悩みを抱えていたこ

ともあり，一緒に集まる機会を利用することはお互い

にとってメリットになると考えた。

当日は，４小中学校，３相談支援事業所，５放課後

等デイサービス事業所が参加し，相談支援事業所の進

行のもと有意義な情報交換会を行うことができた。

【情報交換会（モニタリング）の目的】

⑴ それぞれの支援計画を持ち寄り，交換する。

⑵ 現在の困りごとを確認し合い，それぞれの支援計

画を見直す。

⑶ 学校，放デイ，家庭の役割分担を明確化する。
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⑹ 霧島市障害者自立支援協議会(子ども専門部会）事務局：長寿・障害福祉課

本市の障害者自立支援協議会の専門部会の一つである

「子ども専門部会」において，本事業の趣旨説明を行い，

事業経過を随時報告した。11月14日（水）には，本事業

における成果と課題について報告し，今後の学校と放課

後等デイサービス事業所との連携のあり方について協議

を行った。

（成果）

学校の放デイ認識率が大幅に上がってきた。特に中学校において，保護者と

の教育相談等をとおして放デイを利用している生徒を把握できるようになって

きた。

（課題）

教育・福祉合同研修会が大変好評かつ効果的であった。今後，研修会を引き

続き行っていく必要がある。

→ 教育・福祉合同研修会の企画運営の主体をどこが担うか。

地域の特別支援教育力を高めるためには，地域に根ざした研修のシステム

の構築が必要。教育委員会の担当者が異動となっても地域で担うシステムを

作っておく必要がある。【資料９】

（案）・地域の療育の核となる児童発達支援センター（きりしま子ども発達

支援センター実樹，児童発達支援センターぽえむ）が担う。

【情報交換会実施までの流れ】

⑴ 学校・放デイ事業所は，保護者

と教育相談等を実施し，申込用紙

【資料１参照】を相談支援事業所

へ提出する。

⑵ 相談支援事業所は，放デイ・学

校・保護者と連絡を取り出席者を

確認し関係者へ連絡をする。

⑶ 記録用紙【資料２参照】に各自

話し合われたことを記録し，各所

属から保護者に話し合われた内容

について教育相談等を通して知ら

せる。

※ 相談支援事業所が，学校と放デ

イ，保護者との連絡調整の役割を

担う。
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⑺ 先進地視察研修

本事業を推進するにあたり，福祉との連携をより充実させていくために，先進

地視察の計画を立てた。平成29年度は，本事業を平成28年度に実施した大阪府箕

面市と九州において，発達障害児者の教育を先進的に進めている佐賀県教育委員

会を視察した。平成30年度は，本事業を平成29年度に実施した徳島県教育委員会

と教育と福祉の連携のシステムが整っている東京都日野市等の視察を実施した。

特に，教育委員会と福祉部局が一緒に他市の取組について直接担当者と膝を交えて

話ができたことは，課題を共有でき，今後のあり方を考えていく上で大変有効であ

った。

月 日 曜 研 修 先 参加人数

７ 12 木 【徳島県教育委員会】 １名参加

・平成29年度放課後等福祉連携支援事業実施県 （担当指導主事）

８ ３ 金 【東京都】 ２名参加（指導主

・発達障害セミナー｢これからの通級の役割｣ 事，通級担当者）

10 ３ 水 【東京都狛江市教育委員会】 １名参加

・通級指導教室の運営について （教育委員会指導監）

10 ４ 木 【東京都日野市発達・教育支援センター】 ２名参加

・教育と福祉の連携について （教育委員会指導監，

【横浜市教育委員会】 長寿･障害福祉課

・教育と福祉との連携について グループ長）

10 25 木 【愛知県名古屋市】 ３名参加

26 金 ・全日本特別支援教育研究連盟全国大会名古屋大会（福祉連携校教諭（小

［行政説明：特別支援教育行政の現状と課題］ ・中），教育福祉連

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 携地域運営協議会委

課長 中村信一氏 員（幼）

２ 視点２について（福祉連携校における取組）

⑴ 放課後等福祉連携調整員による学校訪問・情報共有会

放課後等福祉連携調整員の村岡氏に月１～２回来校していただき，アセスメント

の取り方，特性の理解，支援方法などについて協働で検討した。今年度の学校と協

働で支援していく対象児童生徒については，下記７名(小学生６名，中学生１名)と

した。

事 例 内 容

Ａ 児童 授業前に学習道具の準備を行うこと

板書への取り掛かり，取り組みへの指導・支援

Ｂ 児童 衝動性のある子供へ，周囲の情報に気づかせる指導

Ｃ 児童 変化や変更の苦手さに一貫した指示と習慣を用いた指導・支援

Ｄ 児童 自分のイメージが強く，学習や対人関係に課題のある子供への指導

・支援

Ｅ 生徒 失敗への抵抗感の幅を広げる指導・支援のプロセス

Ｆ 児童 指摘や指導に対する不安への指導と支援

Ｇ 児童 周囲の気持ちや表情に気づきにくい子供への指導・支援
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放課後等福祉連携調整員の村岡氏が学校訪問するに当たり，留意したことは以下

の通りである。

◯ 当該月の１回目は対象児童の授業参観を行い，実態把握（経過観察）を行い，

２回目はアセスメントをもとに，特性の理解や支援方法などについて担任への

助言を行った。

◯ 授業参観（学習指導・評価）→ケース会（改善・手立ての検討）というＰＤ

ＣＡサイクルで支援ができるようにした。

◯ 全職員が支援の参考にできるように，ケース会で助言していただいた資料を

ファイリングし，職員室に保管した。→資料の有効活用

なお，対象児童生徒への具体的な支援については，別冊「指導事例集」にまとめ

た。

ア 指導事例集について

【「指導事例集Ver.2～成長の軌跡・自立へのステップ～」参照】

放課後等福祉連携調整員の村岡氏に月１～２回程度来校していただき，アセス

メントの取り方，特性の理解，支援方法などについて協働で支援の在り方を検討

し，担任は継続して指導を行った。学校と協働で支援した対象児童生徒一人一人

についてアセスメントから指導の方向性をまとめたものを「指導事例集」として

まとめた。

福祉機関と学校が協働で作成した「指導事例集」を福祉と教育の共通のツール

として活用を図っていく。

（「指導事例集」活用のシステム化）
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⑵ 学校と放課後等デイサービス事業所等との連携会議

今年度は，福祉連携校である国分西小学校において，夏季休業中の８月２日に，

連携会議を学校で実施した。10事業所（参加者16名）と支援学級担任７名が参加し，

19名の児童について連携を図ることができた。

これまでも国分西小学校では，特別支援学級を中心に放課後等デイサービス事業

所との連携を行ってきた。「複数の事業所と同一日に連携会議を実施し，効率的な

連携を図る」というねらいのもと，昨年度は，「相談支援専門員」に調整を依頼し，

同じ事業所を利用している児童４人の情報交換を行った。

「もっと多くの児童について情報交換したい」という反省点から，今年度は次の

ような流れで連携会議までの準備を行った。

①支援学級児童が利用している事業所別一覧表の作成

②連携が必要な児童のリストアップ（支援学級連絡会で確認）

③事業所へ電話による依頼

④当日のタイムスケジュールの作成

⑤事業所へ文書の発送【資料３参照】

複数の事業所を利用している児童については，同じ

時間帯に話し合うことができるようにタイムスケジュ

ールを作成した。話合いを進めるに当たっては，各機

関の支援計画を持ち寄り，共有することで支援の方向

性や各機関の役割分担を明らかにした。

また，本市の児童発達支援センターであり，放課後

等デイサービス事業所（きりしま子ども発達支援センター「実樹」「つぼみ」）が

主催する連携会議も毎年夏季休業中を利用して開催している。事業所を利用してい

る児童が通っている学校の担任及び特別支援教育コーディネーターに出席を依頼す

る文書【資料４参照】を出し，事業所の事業内容を説明したり学校との情報交換会

当日のタイムスケジュール【資料３参照】放デイ事業所別一覧表
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を行なったりしている。今年度は，霧島市内14小学校，他市小学校２校あわせて16

校から45人の先生方が参加し，52人の児童について情報交換を行った。

会議後のアンケートでは，アンケート回答者（学校の担任及び特別支援教育コー

ディネーター）の７割以上が，「連携会議に参加してよかった。」と回答しており，

「直接療育の担当者と会って話ができたこともよかった。」との意見が多くあった。

このように事業所自らが，事業内容を積極的に知らせ，情報交換をする場を企画す

ることで，学校との連携がより深まっていくことが期待できる。

⑶ 特別支援学級専任支援員の活用

本事業２年目の平成30年度は，１名の支援員を配置した。支援員は通常の学級で

支援が必要な児童に付くことが原則であるが，特別支援学級担任は，１名で最大８

名の児童を指導する。国分西小学校においても，一クラス最大７人と支援を要する

児童が多い。様々な特性をもつ支援学級児童の学校生活において，交流及び共同学

習の充実は大きな課題である。そこで，今年度も支援学級児童が交流学級で学習す

る際，専任支援員が可能な範囲で付き添い支援を行った。

支援する児童の決め方は，毎週金曜日に担任が支援希望時間割ボードに「学年・

組・氏名・教科名」を書き，翌週月曜日，コーディネーター同席の朝の打ち合せ会

で支援する児童を決定している。

また，昨年度同様，下校時の放デイとの引継ぎのサポートをしてもらった。特別

支援学級では複数の放課後等デイサービス事業所や保護者のお迎えの児童への引継

ぎが同時になることがあり，下校時に混乱する場面がある。そこで，「その子にと

って大事な引継事項」を「連絡シート」にチェック式で記入できる「放デイとの引

継連絡シート」を作成し，放デイ職員と引継ぎを行うことで，担任は，その日最も

丁寧に引継ぎをしなければならない児童の引継ぎに専念することができた。

⑷ 福祉サービス利用状況の把握と情報共有のための同意の流れ

放課後等デイサービス等と連携するに当たって，児童がどの福祉サービスを利用

しているか把握する必要がある。特別支援学級は，昨年度末に「事業所別児童一覧

表」を作成し，今年度初めに見直しをし，利用状況を把握することができた。一方，

通常の学級の児童については，保護者が申し出ない限り把握することが難しい。

そこで，福祉連携校（国分西小）では，新年度初めに配布する「家庭環境調査票」

に新たに記入欄を設け，福祉サービスの利用状況を把握することにした。【資料５

専任支援員による支援の様子 支援希望時間割ボード

【放デイとの引継連絡シート】
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参照】

また，学校と放課後等デイサービスが情報を交換・共有し，互いの指導・支援方

法の共通理解を図ることは，児童の指導・支援を充実させるために大切である。そ

の連携は，学校と放課後等デイサービスが直接連絡が取れることで，より効率的に

行うことができる。そのために，同意書を準備し，同意していただいた保護者に署

名捺印していただいた。【資料６参照】

年度初めに同意書を取ることで，８月の放課後等デイサービス事業所との連携会

議をスムーズに行うことができた。

Ⅲ 研究のまとめ

１ アンケート結果

⑴ 学校と放課後等デイサービス事業所との連携アンケート 【資料７参照】

本市の学校と放課後等デイサービス事業所の連携の現状を把握するために平成29

年８月にアンケート調査を実施した。その結果，学校が把握している放課後等デイ

サービス事業所は，小学校が65.8％で，中学校は36.1％であった。このことから，

学校は，自校の児童生徒が利用している事業所を確実に把握していないということ

が明らかになった。そこで，下記の具体的な取組を行った。

〈取組〉

１ 教育・福祉合同発達障害等理解事例職員研修会を開催する。

２ 研修会後，教員と放デイスタッフが情報共有する場を設ける。

３ 教育委員会主導での学校・放課後等デイサービス事業所・相談支援事業所

等との情報交換会の開催。

・ 相談支援事業所が，学校と放デイ，保護者との連絡調整の役割を担う。

・ 情報共有会申込書式，記録用紙書式を作成した。

【資料１・２参照】

４ 事業所連絡会で，教育委員会担当指導主事から｢学校との連携｣について具

体的なステップについて話をする。

５ 市管理職研修会（校長・教頭）で，担当指導主事から｢福祉関係機関との連

携｣についての指導の場を設ける。

・ 福祉関係事業所職員等と合同で研究協議を行う。

６ 市のモデル書式（個別の教育支援計画・個別の指導計画）を作成する。

・ 放デイ，相談支援事業所名の記入欄を追加する。【資料８参照】

７ 「家庭環境調査票」(平成31年度４月配付)に，児童生徒が現在利用してい

る放デイ事業所と相談支援事業所名を記入する欄を設ける。【資料５参照】

このような具体的な対策を行い，平成30年10月に再度，学校と放課後等デイサー

ビス事業所の連携の現状を把握するためにアンケートを実施した。

１ 調査の目的
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学校と放課後等デイサービス事業所が連携し，児童・生徒へのより一層の

支援の充実を図るため，学校と放課後等デイサービス事業所の現状を把握し，

今後の研究の参考にするために，市内の小中学校と事業所へのアンケート調

査を実施する。

２ アンケート調査の基本事項について

⑴ 学校と放課後等デイサービス事業所との連携に関するアンケート

ア 霧島市内の公立小・中学校へのアンケート

〈調査設計〉

【調査対象】 霧島市内の公立小・中学校

【調査対象学校数】 47校（小学校35校 中学校12校）

【調査方法】 電子メールによる

【調査期間】 平成30年10月1日～10月14日

〈回収結果〉

【有効回答数】 47校 【回収率】 100％

イ 霧島市内の放課後等デイサービス事業所へのアンケート

〈調査設計〉

【調査対象】 霧島市内の放課後等デイサービス事業所

【調査対象事業所数】 20事業所

【調査方法】 電子メールによる

【調査期間】 平成30年10月１日～10月14日

〈回収結果〉

【有効回答数】 20事業所 【回収率】 100％

アンケート調査を実施した結果，学校が把

握している放課後等デイサービス事業所は，

小学校が76．7％で，中学校は61．9％であっ

た。小学校で10.9％，中学校で25.8％と認識

率が上がった。特に中学校においては，大幅

に認識率が上がった。具体的な取組の成果が

この認識率の上昇につながったと考える。

今後，学校は，福祉との更なる連携の充実

のために，平成31年度から，市内全小中学校

において，「家庭環境調査票」【資料５参照】

に利用している放デイ事業所名を記入する欄を新たに設けることとした。これによ

り，学校が適切に把握できるようになると考える。

また，今回の調査においても，引継ぎや連携を行っていないという事業所や学校

が２割程度あることも課題と考える。この割合は，１年前と変わっていない。連携

や引継ぎの方法について，連携の度合いや引継ぎ内容についても児童生徒一人一人

異なる。連携のあり方については引き続き検討が必要である。
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⑵ 学校アンケート（国分西小）から

福祉連携校である国分西小学校職員の現状を把握し，昨年度からの変容を分析し，

今後の研究の参考にするためにアンケート調査を実施した。

※ アンケート実施期間 平成30年11月12日～平成30年11月26日

※ 有効回答数 26名 回収率 86パーセント

※ （ ）内の数字は「前年度人数→今年度人数」

【集計結果】 ◎前年度より５人以上増加

ア 「特別な教育的ニーズのある児童」への対応について（複数回答）

○ 注意喚起の工夫（18→18）

○ ペア・グループなど児童同士教え合えるような学習形態の工夫（15→17）

○ 叱責せず，具体的な方法を教える（14→13）

○ 教室環境の整備（12→14）

○ お互いを認め合える学級経営（11→11）

◎ 教材・教具の工夫（9→14） ◎意識してほめる（9→16）

○ 一貫した指導のために「個別の指導計画」を活用している（5→8）

○ ワークシートの工夫（3→5）

○ 支援が難しい状況にあり，悩んでいる（5→8）

イ 児童の支援で悩んだときの相談相手（複数回答）

○ 管理職（7→3）

○コーディネーター（15→15）

◎ 他の同僚（20→25）

○ 外部関係機関（1→1）放デイ

○ 他校の知り合い（4→3）

○ その他（1）

ウ 関係機関との連携(複数回答)

○ 幼稚園・保育園（7→7）

・ 研修会で，小学校での様子，取組，幼保時の様子，保護者への対応等につ

いての意見交換・情報交換

・ 通級担当として園児についての情報交換・共通理解・ことばに関わること

についての情報提供

○ 放課後等デイサービス（7→11）

・ 放課後等福祉連携調整員による授業参観，支援の在り方について情報交換，

支援内容の共通実践

・ 支援会議 ・ 情報交換（電話・面談） ・ 情報共有（書面）

○ 市子ども発達サポートセンターあゆみ（5→7）

・ 検査依頼，相談，診断 ・ 情報提供

○ 医療機関（1→2）

○ 県こども総合療育センター（0→2）

○ 特に連携していない（7→5）

○ その他（1→1）国分支援センター
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エ 関係機関との連携で難しいと思うこと

○ 時間の確保（２）日程等の時間設定

○ 教科指導と支援の在り方

○ 電話連絡をしたときに，担当者が異なり話がつながらないことがあった。

○ 支援会議の場で守秘義務があることを周知する必要がある。

○ 新１年生は「幼保小連絡会」という機会があって連携しやすいが，自分の判

断で関係機関と連携するのは難しい。

○ 関係機関との関わりを望んでいない保護者に，どのようにつなげばいいのか。

○ どの機関に相談すればよいのか分からないときがある。

○ 本校ではコーディネーターに伝えればすぐに連携が取れるが，他校の場合す

ぐに連絡が取れないことがある。

○ 連携態勢，仕組みとしての体制のいずれも，連携がとれているところととれ

ていないところがあるように感じる。

○ 個人情報の問題。話合いの場や機会が少ない。

【考察】

アについて

「特別な教育的ニーズのある児童」に対して，様々な支援を行っていることが

分かる。該当者数も，ほとんどの項目において昨年度より増えている。「教材・

教具の工夫」については，放課後等福祉連携調整員の助言や事例集を参考にして，

各個人がそれぞれ工夫していると思われる。「支援が難しく悩んでいる」と回答

している職員は微増している。放課後等福祉連携調整員による助言を整理して，

コーディネーターを中心に支援態勢を整えていきたい。

イについて

コーディネーターや同僚に相談する職員が多数を占めている。本事業をとおし

て各個人が特別支援教育力を向上させ，お互いに情報交換をしていることが伺え

る。今後は，外部の関係機関も交えながら，多面的な支援方法を探っていきたい。

ウについて

放課後等福祉連携調整員による授業参観をとおして，支援方法について情報交

換したり，共通実践したりしていることが分かる。また，放課後等デイサービス

事業所と連携を図っている職員が増えている。これは，放課後等デイサービスと

の連携会議を実施したため，関係機関との連携が充実してきているものと考えら

れる。

エについて

関係機関との連携の難しさについては，自分の判断で連携することに難しさを

感じている職員がいる。コーディネーターに伝えれば連携できるという意見もあ

るように，今後もコーディネーターが関係機関とのつなぎ役として機能するよう

に務めていきたい。また，関係機関一覧（「きりしま療育支援ガイドブック」）

を周知させるなどの啓発を今後も継続していきたい。
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２ 研究の成果

⑴ 教育委員会として

◯ 霧島市内で放課後等デイサービス事業所の代表をされている村岡氏を放課後

等福祉連携調整員に指名し，福祉連携校（国分西小学校・国分南中学校）に配

置することで，福祉機関との連携によるメリットを学校の先生方が直接感じ取

ることができた。本年度は，福祉連携校の中学校において，｢放課後等デイサー

ビス事業所｣の役割の周知及び連携につなぐことができた。

また，放課後等福祉連携調整員においては，学校という集団の場においての

支援の在り方を学校の先生方と協働で検討していくことで，それぞれの「強み」

を活かした支援の役割分担をより一層明確にしていく必要性を感じることがで

きた。

◯ 平成30年度は，福祉連携校である国分南中学校において，｢発達障害事例学習

会」を開催し，福祉の専門家（作業療法士等）から学ぶ場を設定したことで，

市内の中学校の先生方への発達障害に対する理解を深めるきっかけとなった。

◯ 学校の先生方は，これまで，｢放課後等デイサービス事業所｣への理解が不十分

であったが，管理職（校長・教頭）研修会や事業所連絡会で教育と福祉の連携に

ついて具体的に連携のステップを示したことで，｢顔が見える連携｣への一歩を進

めることができた。特に，管理職が，福祉関係機関の人を知ることができたこと

は，連携のための大きな一歩となった。

◯ 放課後等デイサービス事業所と学校が必要に応じて情報共有する仕組み（相談

支援事業所への申請方式，記録様式）【資料１・２参照】を作成したことで，協

働で児童生徒を支援できる仕組みを整えることができた。

◯ 放課後等福祉連携調整員と先生方の協働支援事例をタイプ別に｢指導事例集｣と

してまとめたことで，支援者（教育・福祉関係者）が，支援の方向性を定めるた

めの参考となるものができた。

⑵ 福祉連携校として

ア 放課後等福祉連携調整員による学校訪問・情報共有会について

○ 対象児童生徒について継続して授業参観，情報交換を行うことで，具体的な

支援方法が明らかになり，日常の指導に生かすことができた。また，支援の具

体的な手立てを「個別の指導計画」に記載し，担任・支援員・保護者で共通理

解を図りながら支援を進めることができた。

○ ２年間の取組で，対象児童が増え，それに伴い助言を受けた職員も増えてい

る。学校全体の特別支援教育力が向上してきた。

イ 放課後等デイサービス事業所と学校との連携会議について

○ 「１回の開催で，複数の児童の情報交換ができることで，より連携しやすく

なった。」「事業所で日程調整をするのは大変なので，ありがたい。」など参加

者から好評だった。

○ 昨年度は，相談支援専門員の方に日程調整を依頼した。今年度は学校側から

自主的にアプローチできないかと考え，実施した。各事業所への連絡等は大変
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な作業ではあったが，各事業所の協力で意義ある連携会議となった。今年度の

反省点をもとに，来年度は更に充実した連携会議ができるものと思う。

ウ 特別支援学級専任支援員の活用について

○ 交流学級に行くことに不安が強かった児童が，支援員が付き添うことで安心

して交流学級の授業に参加できるようになってきている。また，交流学級での

授業の様子の報告を受け，必要に応じて支援学級でフォローすることができた。

○ 支援員が連絡シートを使って放デイと引継ぎを行うことで，担任はその日必

要な児童の引継ぎができるようになった。

エ 福祉サービス利用状況の把握と情報共有のための同意の流れについて

○ 支援学級については，「放デイ事業所別児童一覧」を作成することで，福祉

サービスの利用状況を把握することができ，連携する児童の優先順位を決めや

すくなった。その結果，８月の連携会議の計画をスムーズに立案できた。また，

同意書【資料6参照】を取ることで，学校が事業所と直接連絡ができるように

なり，連携で得た情報を指導・支援の充実につなげることができた。

３ 今後の課題

(教育委員会として）

◯ 福祉連携校(国分西小・国分南中）で実証された連携のシステムを，他校に周

知させ，全ての学校で教育と福祉との連携が日常的にできるようにしていく必要

がある。

◯ 福祉サービス（放課後等デイサービス事業所）を活用していない児童生徒を地

域でどのように支援していくかについて引き続き検討をしていく必要がある。

◯ ２年間の取組の課題を引き継ぎ，改善・発展させていく機能を霧島市障害者自

立支援協議会(子ども専門部会)とし，継続的に協議していく必要がある。

◯ 「教育・福祉合同職員研修」を，今後は地域の療育の核である「児童発達支

援センター（２事業所）」に役割を任せ，教育と福祉合同での研修会を引き続き

実施していく必要がある。【資料９参照】

◯ 放課後等デイサービス事業所と学校が必要に応じて情報共有する仕組み（相談

支援事業所への申請方式，記録様式）【資料１・２参照】を地域に確実に根付か

せていくために，今年度教育委員会が主催して実施した情報交換会（夏季休業中

に実施）を引き続き実施する必要がある。

◯ 通級指導教室設置校を地域の特別支援教育の拠点として，保健・福祉機関が融

合した地域支援体制（「霧島モデル」）づくりについて，通級指導教室担当者会

や子ども専門部会などの既存の場を活用して，引き続き研究を進めていく必要が

ある。

・通級指導教室の新設，増設（県への要望）

・通級指導教室担当者のスキルアップ(研修の充実）

・福祉関係機関と連携した支援のあり方

・通級指導教室の環境の充実(教材・備品等）
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(福祉連携校として）

◯ (国分西小学校)

学校と放課後等デイサービスとの連携会議を，今年度は支援学級児童を対象と

して実施した。通常の学級にも放課後等デイサービス事業所を利用している児童

がいる。「家庭環境調査票」の情報をもとに「事業所別児童一覧表」に通常の学

級児童も記載し，来年度は通常の学級児童についても情報交換ができるようにし

たい。その際，家庭環境調査票による利用状況の把握→連携の同意書→事業所別

児童一覧作成→連携会議という流れがうまくつながるように，コーディネーター

・各担任（通常級・支援級）・事業所（相談支援事業所・放デイ）の連携を図っ

ていきたい。

○ (国分西小学校)

今年度の連携会議は，放課後等デイサービスとの連携がねらいだったので，相

談支援事業所には連絡しなかった。しかし，連携会議当日，自主的に参加してい

ただいた相談支援事業所もあった。サービス利用計画作成やモニタリングを行う

相談支援事業所は，児童のＱＯＬ向上に深く関わるため，来年度は参加を呼びか

けていきたい。

また，連携会議当日の運営面の課題として，児童一人当たりの情報交換の時間

が短く，共通の目標の明確化を図る時間が十分ではなかったことが挙げられる。

連携する児童数の調整をして時間設定を工夫する必要がある。

◯ (国分南中学校)

今年度福祉連携校の指定を受け，福祉関係機関との連携を始めた。今のところ，

一部の放課後等デイサービス事業所との連携が中心であり，他の事業所との連携

は十分図られていない。放課後等デイサービス事業所と学校側との認識差を感じ

る。

○ (国分南中学校)

夏季休業中に校内研修を実施したが，全職員において，このシステムを理解す

るための時間が少なく，福祉サービスについても十分に理解できていない職員が

多い。教職員の異動もあることから，引き続き，福祉関係機関との連携について

周知していくことが必要である。



 

学校と放デイ情報交換申込用紙 

（学校・放デイ→相談支援事業所へ） 

所属校

(園) 
 園児児童生徒名  学年組  

生年月日 平成  年   月   日 保護者名  担任名  

診断名 （有：                   ） ・ 無 病院名  

療育 

手帳 
A1   A2    B1    B2    手帳なし その他の手帳 身体障害者手帳 ・  精神障害者保健福祉手帳 

校内での相談 

◯を付ける 
・ 担任 ・ 学年部 ・ 養護教諭 ・ 特別支援教育コーディネーター ・ 校内委員会 

福祉サービス 

の利用 
有 ・ 無  

相 談 支 援 事 業 所 名   （               ）担当： 

放課後等デイサービス事業所名（              ）担当： 

（              ）担当： 

〈情報交換出席依頼〉 

      学校名          （             ） 

              

  放課後等デイサービス事業所名  （             ） 

                    （             ） 

＋ 相談支援事業所名      （             ） 

 

＋ （保護者）        （             ） 

 

         ※ 保護者同席で実施希望の場合は，保護者名を記入する。               

〈情報交換希望日時・場所〉 

 

第 1希望：  月  日（ ） 

              ：   ～   ： 

第 2希望：  月  日（  ） 

  ：   ～   ： 

第 3希望：  月  日（  ） 

            ：   ～   ： 

  場所（            ）                       

〈相談，役割分担をしたいこと（個別の指導計画・支援計画の見直し，バージョンアップ）〉 

□それぞれの機関の指導計画確認   □支援の方向性の共通理解   □各機関，家庭の具体的な支援，役割分担  □ その他 

（※当日，出席する機関は，各機関で作成し，保護者が確認している個別の教育支援計画・指導計画等を出席人数分持参する。） 

〈保護者の要望〉 

〈保護者 

同意確認欄〉 

下記内容について情報を共有し，助言，サポート等を受けることについて同意いた

します。 

 ・氏名，年齢，学年，学級等の個人情報について 

 ・保護者が確認している個別の教育支援計画・個別の指導計画について 

 ・現在の困っていること，指導や支援の現在取り組んでいる状況について 

 

   年   月   日 

 

保護者氏名                   印 

※ 情報交換を希望する学校等は，児童生徒が利用している相談支援事業所担当者と連絡とり，申込用紙（別紙）のコピー

を相談支援事業所へ提出する。 

① 各学校（放デイ事業所）は，保護者と教育相談実施し，情報交換会開催の保護者同意（署名・印）をとる。 

② 申込用紙(別紙)コピー     【相談支援事業所】へ    ・相談支援事業所は，放デイ事業所・学校・（保護者）と連絡をとり， 

会議の場所と日時調整を行う。その後，関係者へ出席依頼をする。 

                           ・当日，出席する機関に保護者が確認している個別の教育支援計画・指 

導計画等を出席人数分持参することを伝える。 

３ ３ 

資料 1 



当日の記録 

 

学校と放デイ情報交換の記録 

申込用紙を受けた相談支援事業所，訪問予定の機関等 

学校名  
学 校 担

当者名 
 

相談支援

事業所名 
 

放課後等デイサ

ービス事業所名 
 

通級 

担当校 
 

巡回相談による

通級担当者 
 

療育等支援事業

派遣予定者 
 

※生活支援センターよろこびと調整して決定 

 

              

※司会者を決め話し合いをすすめる。記録は，各関係機関がそれぞれでとってください。 

通級担当者訪問記録 ・ 家庭連携記録 ・ 関係機関連携記録 ・ 担当者会議記録 （いずれかに〇をつける） 

幼児児童生徒名  

参加者名 

学校 通級 相談支援 放デイ 保護者 その他 

連 携 機 関 □学校 □通級 □相談支援 □放デイ □その他 

連 携 日 時          年   月   日 （ ）    ：  ～   ：        （計    時間） 

依頼主（保護者） 印  記録者名 印  

依 頼 内 容 
□行動観察，指導助言       □会議（特性の共通理解等）         □訪問機関との連絡調整及び相談援助 

□支援計画に関する会議     □その他 

記 
 

 
 

録 

現在の様子・状況アセスメント 

            （上手くいっていること）            （困っていること）                 （こうなってほしいこと） 

家
庭 

   

学
校 

   

放
デ
イ 

   

そ
の
他 

 

関連するであろう本人の自閉症・発達障害の特性 

□受容コミュニケーション   □表出コミュニケーション  □注意・注目、衝動性・転導性    □時間の整理統合  □空間の整理統合  

□関係理解（意味理解）・般化の困難さ  □想像思考の困難さ   □変化の対応の特性  □感覚の特異性  □微細運動・粗大運動 

□記憶の特性  □その他  

自立して欲しいこと、課題となっている行動                      

□ 

 

□ 

 

□                                                                                                 

優先順位 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

資料 2 



指導・支援の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次回，経過確認日について） 

各機関

の役割

分担 

 

学校 福祉サービス(放デイ) 家庭 その他 

※この会議で決定した役割，指導・支援の方向性については各機関より保護者へ伝達することとする。〈教育相談等を実施する〉 



資料３

平成３０年７月２日

各事業所長 殿

霧島市立国分西小学校

校 長 柏 原 浩 一

国分西小学校と放課後等デイサービス事業所等との連絡会議

（情報交換会）の開催について

向夏の候，皆様におかれましては，ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素から，国分西小学校の教育活動にご理解・ご協力を賜り，深く感謝申し上げます。

さて，国分西小学校は，文部科学省が実施する「放課後等福祉連携支援事業」の福祉連

携校として，様々な事業に取り組んでいます。その事業の一つとして，昨年度から放課後

等デイサービス事業所等との連絡会議（情報交換会）を実施しています。特別支援教育に

おいては，子ども一人一人の力を伸ばしていくために，関係機関との連携は大変重要であ

ると考えています。

そこで，放課後等デイサービスをはじめとする福祉関係機関との連携を図り，子どもの

今後の指導に生かしていくことをねらいとして，情報交換会を下記のとおり開催いたしま

す。ご多忙の中，恐縮に存じますが，関係職員の出席について，ご配慮くださいますよう

お願いいたします。

なお，別紙出席者名簿を７月１３日（金）までに，ＦＡＸにて返信くださいますよう，

お願いいたします。

記

１ 日 時 平成３０年８月２日（木） ９：００～１２：１０

２ 場 所 霧島市立国分西小学校 ※校長室にお集まりください。

TEL ０９９５－４６－０３０５ FAX ０９９５－４５－４１５２

３ 内 容

（１）受付 ８：４０～９：００

（２）開会のことば ９：００～９：０２（校長室）

（３）情報交換会の進め方についての説明 ９：０２～９：１０

（４）情報交換会 ９：１０～１２：０５

（５）閉会のことば １２：０５～１２：１０

４ その他

○ 各関係機関の支援計画をご準備ください。（別紙タイムスケジュール表の枚数＋西小分）

○ ７月３０日に市役所別館で行われる情報交換会の対象児童が未定です。そのため，

終了時刻はあくまで予定になりますので，ご了承ください。

○ 名札をご準備ください。

○ 不明の点がありましたら，国分西小学校コーディネーターまでご連絡ください。

【連絡先】

国分西小学校

特別支援教育コーディネーター 鮎川・村江



Ryouiku Circle はなはなと関係学校との連携会議開催について資料４ 

平成 30年 6月 吉日 

各小学校長 殿 

 

特定非営利活動法人 

Ryouiku Circle はなはな 

理事長  前原 利彦 

（公印省略） 

 

連携会議の開催について 

 

時下、ますますご健勝のことと存じます。 

平素から当法人(きりしま子ども発達支援センター実樹・つぼみ・相談支援事業所たんぽぽ) の活動へ

の御理解・御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、当法人では、学校との連携を図るために、連携会議を下記のとおり開催します。ご多忙の中、恐

縮に存じますが、担任及び特別支援コーディネーターの出席について、御配慮くださいますようお願い致

します。 

なお、別紙申込書を 6月 30日（土）までに、FAXにて返信下さいますよう、お願い致します。 

 

                   記 

日 時 ： 平成 30年 8月 23日（木）  

場 所 ： きりしま子ども発達支援センター 実樹 

  霧島市国分郡田 238－1  ℡ (0995)73－4195 

  （ナビは住所でご検索ください。あおば幼稚園さんの近くです。） 

 

内 容 ： １．受付             13：00～ 

２．法人代表挨拶         13：15～ 

      ３．事業内容説明     

       ① 法人概要   

② 相談支援 

③ 専門職種別療育（理学・作業・言語・小集団） 

       ④ 心理評価 

       ⑤ 保育所等訪問  

       ４．個別連携・情報交換会    14：30～17：00 

           ※当法人を利用している児童に関して情報交換等を個別に行います。人数によっては開始時間を 

調整させて頂くことがあります。ご了承下さい。 

 

※個別連携は、情報交換を希望される児童を対象とさせていただきます。 

時間に限りがあるため、事前に希望を取りますので、別紙にご記入ください。 

※個別相談を行うことの承諾は当法人でもとりますが、学校からも保護者に事前に 

お伝え下さい。 

 

 



学校名 14：30～14：45 14：50～15：05 15：10～15：25 15：30～15：45 15：50～16：05 16：10～16：25 16：30～16：45

① 青葉①
対象児童名
（学校・療育担

当）

② 青葉②

③ 青葉③/
富隈/宮内

④ 青葉④/
国分北

⑤ 国分西

⑥ 高千穂/
日当山

⑦ 国分西/
柁城

⑧ 三体/
加治木

⑨ 牧園/小野

⑩ 永水/国分

⑪ 向花①

⑫ 向花①

５
分

５
分

５
分

５
分

５
分

５
分

５
分

連携会議当日のタイムスケジュール表・会場設営



 

家庭環境調査票（国分西小書式）                   資料５ 

児童理解のための資料       国分西小学校    年   組 

児童名
ふ り が な

 

 

平成   年   月   日 生  
 
 

（市役所に届けてある文字で記入して下さい） 
性
別 

男     女 

現住所 霧島市国分 

電話番号  地域子供会  

学校及び学級の
連絡網の方法 

学校・学級からの連絡は，原則メールで行います。 

（メール配信サービスへの登録が必要） 
メールでの連絡が難しい場合のみ，以下の（  ）に○をお付けください。 

（  ）メールでの連絡が難しいので，電話で連絡を受ける。 

緊急時の連絡先 
 

（自宅以外） 

連絡先①〔            〕 

電話番号【                    】 

連絡先②〔            〕 

電話番号【                    】 

※確実につながる連絡先をお書きください。 

普段子どもが下校したときに家にいる人 いる（            ） だれもいない 

欠席したときの連絡先   年   組（            ）  年   組（           ） 

家 

族 

構 

成 

続柄 
ふ    り    が   な 
氏    名 

学年・
組 

備   考 

    

    

    

    

    

    

入学前の経緯 
年  月 ～  年  月まで〔           〕 幼稚園・保育園・保育所 在園・在所 

 

年  月 ～  年  月まで〔           〕 児童発達支援センター・児童発達支援事業所 

利用している 

放課後等デイサービス事業所等 

  

担
任
に
知
ら
せ
て
お
き
た
い
こ
と(

健
康
面
・
行
動
面
・
そ
の
他) 

１
年 

 

 
 

４
年 

 

 
 

２
年 

 
 
 

５
年 

 
 
 

３
年 

 
 
 

６
年 

 
 
 

※６年間使用しますので、鉛筆でご記入ください。変更点はその都度書き替えてください。 



資料６ 

 

                                    平成  年 月   日 

（保護者名）  様 

                             霧島市立    学校 

校 長        

 

学校と放課後等デイサービス事業所等の直接連絡に関する同意について（依頼） 

 

 時下，ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて，国は，「放課後等デイサービスガイドライン」を作成し，学校と放課後等デイサービス事業所と

の具体的な連携方法について下記のとおり概要を示しています。 

ついては，利用されている放課後等デイサービス事業所や相談支援事業所と本校が直接お子様につい

ての情報を交換し，互いの共通理解を図ることで，お子様への指導，支援をより充実させていきたいと考

えます。 

以下の留意点をお読みいただき，学校と放課後等デイサービス事業所等の直接連絡に同意いただける

ようでしたら，別紙同意書に署名捺印いただき， 月  日（ ）までに担任へご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留 意 点 

・ この同意は，平成  年度に限り有効とします。 

・ 年度内のいつでも，同意の取消しが可能です。その際は，保護者から学校に申し出てください。 

・ 同意書は，学校が原本を個人カルテ（個別の教育支援計画・個別の指導計画）と一緒に保管するとと

もに，保護者にもコピーを渡し，保管していただきます。 

・ 本件について不明な点があれば，いつでも担当者が説明をいたします。 

 

                       

                       

《放課後等デイサービス事業所と学校との具体的な連携方法の概要》 「放課後等デイサービスガイドライン」平成 27 年 4 月  

１ 子どもに必要な支援を行う上で，放課後等デイサービス事業所と学校との役割分担を明確にし，連携を積極的に図ること。 

２ 年間計画や行事予定等の情報を交換等し，共有すること。 

３ 送迎を行う場合には，他の事業所の車両の発着も想定され，事故等が発生しないよう細心の注意を払う必要があることから，誰

が，どの時間に，どの事業所の送迎に乗せるのかといった送迎リストや，身分証明書を提出する等ルールを作成し，送迎時の対応

について事前に調整すること。 

４ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制（緊急連絡体制や対応マニュアル等）について，事前に調整すること。 

５ 学校との間で相互の役割の理解を深めるため，保護者の同意を得た上での学校における個別の教育支援計画等と放課後等デイ

サービス事業所における放課後等デイサービス計画を共有すること。 

６ 医療的ケアの情報や，気になることがあった場合の情報等を，保護者の同意のもと，連絡ノート等を通して，学校と放課後等デ

イサービス事業所の間で共有すること。 

（担当者） 

霧島市立（       ）学校    

特別支援教育コーディネーター（    ） 



霧島市立      学校長 殿 

 

 

学校と放課後等デイサービス事業所等の直接連絡に関する同意書 

 

  

私は，学校と放課後等デイサービス事業所が直接連絡することの目的，留意点について了承しました。 

ついては，子どもの指導・支援をより充実させるために，学校と利用している放課後等デイサービス事業

所及び相談支援事業所が下記項目について情報を交換・共有し，互いの指導・支援方針の共通理解を図るこ

とについて同意します。 

 

利用している放課後等デイサービス事業所名 

※利用している全ての事業所名を記入してください。 

 

 

利用している 相談支援事業所名  

 

記 

 

◯ 下校時刻の変更や迎えの確認など送迎に関すること 

◯ 急な体調不良や健康面への配慮に関すること 

◯ 宿題等の学習面や社会性などの指導，支援内容に関すること 

◯ 保護者が確認している，学校が作成した個人カルテ（個別の教育支援計画・個別の指導計画）に

関すること 

◯ 保護者が確認している，放課後等デイサービス事業所が作成した事業所における個別の支援計

画に関すること 

○ 保護者が確認している，相談支援事業所が作成した「障害児利用支援計画」に関すること 

                      

 平成  年  月   日 

 

                     児童生徒名                   

              

保護者名                   印 

 

※ この同意書は，学校が原本を個人カルテ（個別の教育支援計画・個別の指導計画）と一緒に保管すると

ともに，コピーを保護者にお渡しします。 

※ この同意書は，平成  年度に限り有効です。また，保護者から同意の取り消しの申し出があった場合

はその求めに応じることとします。 



放課後等デイサービス事業所と学校との連携に関するアンケート結果

・ ・・・ 放デイ事業所と学校との差が20％以上（その他以外） 　　　平成30年10月調査
・ 放デイ事業所と学校で設問が違う場合は，設問の末尾に記載 　　　霧島市教育委員会調べ

⑴　現在，児童・生徒が利用している放課後等デイサービス事業所数を教えてください。（学校）　

　　 現在，事業所を利用している児童・生徒の学校数を教えてください。（事業所）

実際の
関係放デイ
事業所のべ

数

学校が把握し
ている関係放
デイ事業所の

べ数

学校の
放デイ把握率

実際の
関係放デイ
事業所のべ

数

学校が把握し
ている関係放
デイ事業所の

べ数

学校の
放デイ把握率

小学校 149 98 65.8% 小学校 150 115 76.7%
中学校 36 13 36.1% 中学校 42 26 61.9%
合計 185 111 60.0% 合計 192 141 73.4%

〈成果〉

〈課題と対策〉

放デイ事業所 学校

事業所数（２０）
【うち，２０事業所から回答】

市内事業所数
２０

のべ１９２カ所
（1校あたり平均４．８カ所　）
小学校平均　　４．８　箇所
中学校平均　  ４．６　箇所

・20事業所全ての放デイ事業所からの回答を得ることができた。（昨年度は，14事業所から回答）
・市の管理職研修会（校長・教頭）で，継続的に教育と福祉の連携の重要性について担当指導主事から説明
を行ったり，教育と福祉の合同の研修会を行ったりした結果，小学校，中学校ともに放デイの認識率が上
がった。特に中学校においては，大幅に認識率が上がった。

・学校の放デイ認識率は上昇したが，100％には至っていない。教育と福祉の連携を確実に行っていくために
は，まずは，学校が放デイを利用している児童生徒を確実に把握するシステムを構築する必要がある。

（Ｈ２９年８月調査） （Ｈ３０年１０月調査）

資料７



回答数（カ所） 割合（％） 回答数（カ所） 割合（％）

20 100% 22 71%
0 0% 8 26%
0 0% 1 3%
0 0% 0%
0 0% 0%

回答数（カ所） 割合（％） 回答数（カ所） 割合（％）

12 86% 17 63%
2 14% 8 30%
0 0% 1 4%
0 0% 1 4%
0 0% 0 0%

〈成果〉

〈課題〉

学校数 割合（％） 事業所数 割合（％）

82 43% 48 34%
59 31% 67 48%
51 27% 25 18%

学校数 割合（％） 事業所数 割合（％）

35 21% 22 20%
95 58% 66 59%
33 20% 23 21%

〈成果〉

〈課題〉

（Ｈ３０年１０月調査）

⑵　児童・生徒への支援を行うため，学校と放課後等デイサービス事業所との日々の引継や連携は必要だと思いますか。

事業所 学校

①引継や連携が十分できている
②十分とまではいかないが，引継や連携を行っている

①必要
②どちらかというと必要
③どちらでもない
④あまり必要ない
⑤必要ない

⑶　現在，児童・生徒が利用している放課後等デイサービス事業所との日々の引継や連携の状況について，あてはまる
　　 事業所数を教えてください。（学校）

事業所 学校

・放デイ・学校両方とも，前回調査時点より引継や連携が図られるようになってきた。

・学校側は引継や連携を行っていると捉えていても，放デイは，連携が上手くいっていないと捉えているところ
がある。
・引継や連携の内容を十分となるように工夫することが必要。

③引継や連携を行っていない

事業所 学校
（Ｈ２９年８月調査）

①引継や連携が十分できている
②十分とまではいかないが，引継や連携を行っている
③引継や連携を行っていない

・放デイ事業所は，学校との日々の引継や連携について全ての事業所が必要と回答した。学校と連携するメ
リットを実際に連携することで感じ取ってきていると考える。
・学校についても，放デイ事業所と連携することをとおして児童生徒の情報を共有し適切な支援につなぐこと
ができるようになってきている。

・学校において，放デイとの日々の引継や連携の必要性について「どちらでもない」との回答もあることから，
繰り返し，福祉との連携の重要性を説明していく必要がある。

（Ｈ２９年８月調査）
①必要
②どちらかというと必要
③どちらでもない
④あまり必要ない
⑤必要ない

　　 現在，事業所を利用している児童・生徒の学校との日々の引継や連携の状況について，あてはまる学校数を教えて
     ください。（事業所）

事業所 学校
（Ｈ３０年１０月調査）













資料９

教育・福祉合同研修会の継続に向けて

霧島市教育委員会学校教育課

１ 目的

平成29・30年度，文部科学省委託事業「放課後等福祉連携支援事業」を受け，教育

と福祉関係者が合同で研修を行い，発達障害等特性に応じた支援のあり方について研

修を深めてきた。また，その研修の場を利用して，学校と放課後等デイサービス事業

所が情報交換することを行ってきた。

このような取組を行ってきた結果，学校の放デイ認識率が大幅に上がってきた。特

に中学校において，保護者との教育相談等をとおして放デイを利用している生徒を把

握できるようになってきた。

◯ 教育（幼稚園・小学校・中学校・国分中央高等学校）と福祉関係機関（放課後等デ

イサービス事業所・相談支援事業所）が合同で学ぶ機会を定期的に設定することで，

支援者の資質向上を図るとともに，地域の特別支援教育力を高めていく。

◯ 地域が主体の研修システムを構築する。

２ 企画・運営（主催）

○地域の療育の核となる児童発達支援センター

（きりしま子ども発達支援センター実樹，児童発達支援センターぽえむ）

○霧島市基幹相談支援センター

３ 後援

霧島市長寿・障害福祉課

霧島市教育委員会

４ 運営委員会

⑴ 委員について

◯ 児童発達支援センター担当

（きりしま子ども発達支援センター実樹，児童発達支援センターぽえむ）

○ 基幹相談支援センター担当

◯ 市長寿・障害福祉課障害福祉グループ担当

◯ 市教育委員会特別支援教育担当指導主事

⑵ 開催日時等について

子ども専門部会（年6回）後の時間を活用

・研修会日時，内容，依頼文等の検討

５ 研修会場について

国分公民館，市内小中学校等

６ その他

⑴ 依頼文作成 児童発達支援センター担当

⑵ 会場予約 市長寿・障害福祉課(※学校開催の場合は，学校教育課指導主事)

⑶ 依頼文発出 児発センター担当

→ 障害福祉グループ担当 → 放デイ・相談支援事業所

→ 教育委員会担当指導主事 → 幼・小・中・高校

⑷ 出席確認 児童発達支援センター担当（実樹・ぽえむ）

⑸ 研修資料印刷 児童発達支援センター

※ 検討課題 予算について 印刷資料代，研修会講師謝金 等



資料１０
霧島市内の放課後等デイサービス事業所（就学児対象）一覧（H30.10.18現在）

名称 電話番号 郵便番号 住所

きりしま子ども発達支援センター 0995 899－4332 霧島市国分中央2丁目
つぼみ 73－4021 5－6

きりしま子ども発達支援センター 0995 899－4305 霧島市国分郡田
実樹 73－4195 238－1

ライフサポートセンターこくぶ 0995 899－4351 霧島市国分新町
46－6247 1－19－27

サポートハウスすてっぷ 0995 899－4312 霧島市国分山下町
71－0915 14－4

ほのぼのデイサービス 0995 899－4332 霧島市国分中央1丁目
45－1929 9－28

にじの橋あっち 0995 899－4332 霧島市国分中央5丁目
45－1080 13－70－9

にじの橋こっち 0995 899－4321 霧島市国分広瀬2丁目
45－1080 1－19

放課後等デイサービス 0995 899－4355 霧島市国分下井字大丸
こくぶ太陽の子 45－0801 1－3

放課後等デイサービス 0995 899－5102 霧島市隼人町真孝
はやと太陽の子 73－6892 149－1

放課後等デイサービス 0995 899－4355 霧島市国分剣之宇都町
剣之宇都太陽の子 73－8863 179－1

育成サポート友遊 0995 899－4304 霧島市国分清水1丁目
73－7771 11－24

放課後とデイサービス事業所 0995 899－4201 霧島市霧島田口
｢虹の空｣ 57－1660 908－9

児童発達支援センターぽえむ 0995 899－4332 霧島市国分中央1丁目
放課後等デイサービス事業所すくすく 73－8686 4－22

まっぷ 0995 899－5101 霧島市隼人町住吉
50－0853 616－1

ヒューマンサポートセンター 0995 899－4321 霧島市国分広瀬3丁目
COCORO 50－1137 15－18

通所支援事業所パステル 0995 899－4315 霧島市国分湊
73－6419 894－2

笑和の家 0995 899－5117 霧島市隼人町見次
42－7117 1290－2

りんりん 0995 899－5111 霧島市隼人町姫城1丁目
73－7308 134－2

ゆいまーる 0995 899－4321 霧島市国分広瀬2丁目
56－8837 26－15－1

スマイルキッズステーション 0995 899－6405 霧島市溝辺町崎森字西原
きらきら 73－7871 2736－1



上記霧島市の療育(放課後等デイサービス事業所)を利用するには，

霧島市が発行する受給者証が必要です。

また，どこの放課後等デイサービス事業所を利用したらよいかについては，下記「霧

島市内の特定・障害児相談支援事業所」へ相談してください。

受給者証申請に必要なもの

○身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 等

※手帳をお持ちでない方は，児童発達支援・j 放課後等デイサービス利用意見書
(情報提供書）など状態が分かるものが必要です。

○印鑑

○転入された方は，前住所地の課税証明等が必要になります。

【問合せ先】霧島市長寿・障害福祉課

０９９５－６４－０８５５

〈ガイドブックの紹介〉

「きりしま療育支援ガイドブック」

このガイドブックは，こどもたちの支援において，相談に対応でき

る｢相談の窓口」と地域の中心であると考えられる｢児童発達支援セン

ター」，｢児童発達支援事業所｣及び｢放課後等デイサービス事業所｣，そ

の他についてまとめています。

霧島市内の特定・障害児相談支援事業所（就学児対象）一覧 （H29.4.1～）

名称 電話番号 郵便番号 住所

指定相談支援事業所つかわき 0995－48－2776 899－4461 霧島市国分上之段2287－1

鈴かけ園 0995－42－9711 899－5112 霧島市隼人町松永1442

特定相談支援事業所オレンジ学園 0995－55－3977 899－4501 霧島市福山町福山838

相談支援事業所ぽえむ 0995－55－0606 899－4332 霧島市国分中央1丁目4－23

特定相談支援事業所たんぽぽ 0995－73－5836 899－4305 霧島市国分郡田238－2

未来相談支援事業所 0995－48－5510 899－4346 霧島市国分府中町35－50

相談支援事業所 友愛 0995－57－4508 899－4201 霧島市霧島田口2612－8

サポートハウスすてっぷ 0995－71－0915 899－4312 霧島市国分山下町14－4

サポートセンターかがやき 0995－71－0815 899－5116 霧島市隼人町内1542



QRコードはこちら↓

〈ガイドブックの紹介〉

「きりしま療育支援ガイドブック」

このガイドブックは，こどもたちの支援において，相談に対応できる｢相談の窓口」と地域の中心で

あると考えられる｢児童発達支援センター」，｢児童発達支援事業所｣及び｢放課後等デイサービス事業

所｣，その他についてまとめています。

URL

https://www.city-kirishima.jp/kou-shou/kosodate/shogaisha/shien/documents/

kirishima-ryouikusien.pdf

編 集 霧島市教育委員会（学校教育課）

特別支援教育担当

〒899－4394

鹿児島県霧島市国分中央三丁目４５番１号

電話 ０９９５－４５－５１１１（代表）

（内線 ３７２３）

FAX ０９９５－６４－０７３１

E-mail gakko@city－kirishima．jp


